
様式第二号の八（第八条の四の五関係） 

（第1面） 

産業廃棄物処理計画書 

令和6 年 6 月 18 日 

久留米市長 殿 

提出者 

住 所福岡市中央区薬院三丁目4番9号 

に 々 松尾建設株式会社 福岡支店 
い“ ニイコ支店長 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

, 電話番号 092-521-6761 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 
その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 松尾建設株式会社 福岡支店 久留米市内現場 

事 業 場 の 所 在 地 久留米市内 

計 画 期 間 令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類 建設業ー総合工事業 

②事 業 の 規 模 完成工事高 1 , 56 9, 3 73 万円（福岡支店 前年度実績） 

③従 業 員 数 78 人（令和6年4月現在） 

,上，一 ●’"- Hr ~・ ‘'I 」．～ 、三』f 

の 崖三考汐老基什勿（ノノ一馨 
ー の 処埋 の 二Ll星 

、 、 工事現場 収集運搬 中間処理 再生資源 - - 

埋立処分 



（第2面） 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙のとおり 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（令和5年度）実績】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

①現状 

排 出 量 t t 

（これまでに実施した取組） 

・資材等の梱包の簡素化による発生抑制 
・プレキャスト化等発生抑制に配慮した工法の採用 

②計画 

【目標】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

排 出 量 t t 

（今後実施する予定の取組） 

・再利用可能な仮設材の利用促進 
・現場加工の削減 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・特定建設資材廃棄物の分別 
・有価物及び再生率の高い廃棄物の分別 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・より細かい廃棄物の分別を行い混合廃棄物の削減を行う 

（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　令和５年度）実績】 【別紙のとおり】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・より細かい廃棄物の分別を行い混合廃棄物の削減を行う

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排 出 量

・資材等の梱包の簡素化による発生抑制
・プレキャスト化等発生抑制に配慮した工法の採用

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排 出 量

・再利用可能な仮設材の利用促進
・現場加工の削減

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・特定建設資材廃棄物の分別
・有価物及び再生率の高い廃棄物の分別

別紙のとおり



（第3面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（令和5年度）実績】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

①現状 

自ら再生利用を行った 
産業廃棄物の量 t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

自ら再生利用を行う 
産業廃棄物の量 t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（令和5年度）実績】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

自 ら熱回収 を行 っ た 
産 業 廃 棄 物 の 量 t t 

自ら中間処理により減量した 
産 業 廃 棄 物 の 量 t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 【別紙のとおり】 

産業廃棄物の種類 

自ら熱回収を行う 
産業廃棄物の量 t t 

自ら中間処理により減量する 
産 業 廃 棄 物 の 量 t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　令和５年度）実績】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】 【別紙のとおり】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　令和５年度）実績】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】 【別紙のとおり】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

特になし

特になし

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類

特になし

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

特になし

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量
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（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　令和５年度）実績】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 【別紙のとおり】

【前年度（　令和５年度）実績】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

特になし

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

・優良認定業者への処理委託
・電子マニフェスト制度による廃棄物管理

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

特になし

②計画



>&'¨�� 8�>'��

��% �†���� ���9(ì�b�\�>�~����

#Ø���ë� "@�b'�8®��

²�� ���� #.�� �$�� 0¯�� 5��� �W�� �W��

ƒ,�1�����#.��*…�l�b��
���� #.�� �$�� 0¯�� 5��� �W�� �W��

Ì#Õ�<#Ý��*…�l�b��
��#.�$�� 0¯5��� �W�� �W��

1���!Õ�G�p��*…�l�b��
���� #.�� �$�� 0¯�� 5��� �W�� �W��

1���!Õ�G�p��*…�è�¥�b��
!Õ�G�p�†/œ�:��*…�l�b��

���� #.�� �$�� 0¯�� 5���
�W�� �W��

>&�Ò�‹���‹�M�•�£���b�v)�>'��

�í7Á�Ê�Ð�½�Ç�š�«�º�D�Ø�b�<#Ý�Ñ�±��
�íƒ,�1�����*…�b�<#Ý�Ñ�±��
�íÌ2( ;�ì��*…�b�<#Ý�Ñ�±�_�|�•�Ü�§�–�¡�Ý"á�b�¥�V��

�d�¦�»��#.���

（第５面）

【目標】 【別紙のとおり】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

 ※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

・電子マニフェスト制度の利用拡大
・優良認定業者の利用拡大
・再資源化業者の利用拡大によるリサイクル率の向上



産業廃棄物処理計画書（第2面～第5面）別紙 単位：トン（t ) 

①現状【前年度（令和5年度）実績】 

②計画【目標】 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

排
出
量
合
計
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が
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が
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属
く
ず
 

木
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廃
石
膏
ボ
ー
ド
 

型混 
含合 
む廃 
ー棄 

物 

管 
理 

廃
蛍
光
灯
 

類） 石
綿
含
有
（
が
れ
き
 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 . I 

①現状 排出量 310. 652 1, 976. 902 11.8珂 6. 400 0. 350 1. 560 32. 450 23. 000 19. 670 0. 503 6. 660 2, 389. 987 

②計画 排出量 248. 000 1, 580. 000 9 . 000 5. 000 0. 300 1. 200 26. 000 18. 000 16. 000 0. 400 5. 000 1, 908. 900 

山目 

ら行うjj藍業廃棄物g）再生禾~理に関する事項 

①現状 自ら再生利用を行った産業廃棄物の量 0 

②計画 自ら再生利用を行う産業廃棄物の量 0 

山目 

ら行． ‘業廃棄物の中－に関する事項 

①現状 
自ら熱回収を行った産業廃棄物の量 0 

自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量 0 

②計画 
自ら熱回収を行う産業廃棄物の量 0 

自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量 0 

自ら行うjj 

産業廃棄4 

-l 分又は海洋投入処分に関 する事項 
ー― .

自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った 
①現状 

産業廃棄物の量 0 

②計画 

①現状 

自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う 
産業廃棄物の量 

勿の処理の委託に関する事項 

全処理委託量 310. 652 1, 976. 902 11.840 

, 
6. 400 

, 
0. 350 

, 
1. 560 32. 450 23. 

I 
000 19. 670 0. 503 6. 660 

0 

2, 389. 987 

優良認定処理業者への処理委託量 23. 680 5. 920 2. 220 5. 000 0. 350 1. 560 1. 650 23. 000 19. 670 0. 000 0. 000 83. 050 

再生利用業者への処理委託量 310. 652 1, 976. 902 0. 000 0. 000 0. 350 1. 560 32. 450 23. 000 4. 980 0. 000 0. 000 2, 349. 894 

認定熱回収業者への処理委託量 0 

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者 
への処理委託量 0 

②計画 

全処理委託量 248. 000 1, 580. 000 9. 000 5. 000 0. 300 1. 200 26. 000 18. 000 16. 000 0. 400 5. 000 1, 908. 900 

優良認定処理業者への処理委託量 75. 000 475. 000 3. 000 1. 500 0. 100 0. 400 8. 000 6. 000 5. 000 0. 100 1. 500 575. 6 

再生利用業者への処理委託量 248. 000 1, 580. 000 3. 000 1. 500 0. 300 1. 200 26. 000 18. 000 5. 000 0. 200 0. 000 1, 883. 200 

認定熱回収業者への処理委託量 0 

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者 
への処理委託量 0 

産業廃棄物処理計画書（第２面～第５面）別紙 単位：トン（ｔ）

コ
ン
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ト
が
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フ
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ル
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が
ら

そ
の
他
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き
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・
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ト
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及
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陶
磁
器
く
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廃
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ク
類

金
属
く
ず

木
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ず

廃
石
膏
ボ
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ド

混
合
廃
棄
物
（

管
理

型
含
む
）

廃
蛍
光
灯

石
綿
含
有
（

が
れ
き

類
）

排
出
量
合
計

①現状 排出量 310.652 1,976.902 11.840 6.400 0.350 1.560 32.450 23.000 19.670 0.503 6.660 2,389.987

②計画 排出量 248.000 1,580.000 9.000 5.000 0.300 1.200 26.000 18.000 16.000 0.400 5.000 1,908.900

①現状  自ら再生利用を行った産業廃棄物の量 0

②計画  自ら再生利用を行う産業廃棄物の量 0

 自ら熱回収を行った産業廃棄物の量 0

自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量 0

自ら熱回収を行う産業廃棄物の量 0

自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量 0

①現状
0

②計画
0

全処理委託量 310.652 1,976.902 11.840 6.400 0.350 1.560 32.450 23.000 19.670 0.503 6.660 2,389.987

優良認定処理業者への処理委託量 23.680 5.920 2.220 5.000 0.350 1.560 1.650 23.000 19.670 0.000 0.000 83.050

再生利用業者への処理委託量 310.652 1,976.902 0.000 0.000 0.350 1.560 32.450 23.000 4.980 0.000 0.000 2,349.894

 認定熱回収業者への処理委託量 0

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者
への処理委託量 0

全処理委託量 248.000 1,580.000 9.000 5.000 0.300 1.200 26.000 18.000 16.000 0.400 5.000 1,908.900

優良認定処理業者への処理委託量 75.000 475.000 3.000 1.500 0.100 0.400 8.000 6.000 5.000 0.100 1.500 575.6

再生利用業者への処理委託量 248.000 1,580.000 3.000 1.500 0.300 1.200 26.000 18.000 5.000 0.200 0.000 1,883.200

認定熱回収業者への処理委託量 0

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者
への処理委託量 0

②計画

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

①現状

①現状【前年度(令和５年度)実績】

②計画【目標】

産　業　廃　棄　物　の　種　類

 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

統括管理者 所 属：松尾建設株式会社 職名：常務取締役 

廃棄物担当 組織名：安全環境管理室 組織職員14名 

役
 

割
 

環境保全 

対策委員会 

〇建設副産物処理に関する検討 

建設副産物の「発生の抑制」、「再利用及び減量化の促進」及び「適正処理 

の徹底」を基本として運営管理を行う上で必要な事項を検討する。 

・委員長一専務取締役 

・委員一関連部署担当者 

・事務局一安全環境管理室 

建設副産物 

総括管理者 

〇建設副産物処理方針の策定 

〇社内管理組織の整備 

〇社内管理規定の策定・改廃 

〇社内管理規定・処理マニュアルの作成 

〇法令・行政指導内容等の周知、教育・啓発 

〇建設副産物の処理に関する各種事項の決定、承認 

建設副産物 

総括責任者 

（地区・支店） 

〇建設副産物処理計画書の作成支援・指導 

〇建設副産物管理状況の把握と改善策の検討 

〇処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理 

〇その他関係する事項 

建設副産物 

処理責任者 

（作業所） 

〇建設副産物処理計画書の作成 

〇委託契約の締結 

〇産業廃棄物管理票の交付・管理・記録・処理実績の報告 

〇産業廃棄物の処理現状の確認 

産業廃棄物管理組織 

本社 

取 
締 

役－ 
社 
長 

廃棄物担当役員（建設副産物総括管理者） 

本社環境保全対策委員会 

~ 
安全環境管理室 土木部・舗道部 建築部 総務部 

（事務局） 

地区（支店） 

安全‘ 胆当者 土木部・舗道部 建築部 
建設剛産物 

総括責任者 

（正・副） 

建設剛産物 

総括責任者 

（正・副） 

」 L 」 L 」 L 」 L 」 L 
作業所 作業所長（建設副産物処理責任者） 

技術管理者 

特別管理産業廃棄物管理責任者 

一  一所業作

一  一所業作

一  一所業作

一  一所業作

一  一所業作

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 所　 属 ： 松尾建設株式会社 職名 ： 常務取締役

 組織名 ： 安全環境管理室 組織職員 １４名

環境保全  ○建設副産物処理に関する検討

対策委員会 　 建設副産物の「発生の抑制」、「再利用及び減量化の促進」及び「適正処理

 　の徹底」を基本として運営管理を行う上で必要な事項を検討する。

　 　・ 委員長－専務取締役

　 　・ 委　員－関連部署担当者

　 　・ 事務局－安全環境管理室

建設副産物  ○ 建設副産物処理方針の策定

総括管理者  ○ 社内管理組織の整備

   ○ 社内管理規定の策定・改廃

 ○ 社内管理規定・処理マニュアルの作成

 ○ 法令・行政指導内容等の周知、教育・啓発

 ○ 建設副産物の処理に関する各種事項の決定、承認

建設副産物  ○ 建設副産物処理計画書の作成支援・指導

総括責任者  ○ 建設副産物管理状況の把握と改善策の検討

(地区・支店)  ○ 処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

 ○ その他関係する事項

建設副産物  ○ 建設副産物処理計画書の作成

処理責任者  ○ 委託契約の締結

（作業所）  ○ 産業廃棄物管理票の交付・管理・記録・処理実績の報告

 ○ 産業廃棄物の処理現状の確認

統括管理者

廃棄物担当

役
　
　
　
割

産 業 廃 棄 物 管 理 組 織

取締役社長

廃棄物担当役員（建設副産物総括管理者）

本社環境保全対策委員会

安全環境管理室

（事務局）

土木部・舗道部 建築部 総務部

安全担当者 土木部・舗道部
建設副産物

総括責任者

（正・副）

建築部
建設副産物

総括責任者

（正・副）

作業所 ・作業所長（建設副産物処理責任者）

・技術管理者

・特別管理産業廃棄物管理責任者

作
業
所

作
業
所

作
業
所

作
業
所

作
業
所

地区（支店）

本 社



（第6面） 

備考 

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。 

2 当該年度の6月30日までに提出すること。 

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入す 

ること。 

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合におけ 

る元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等 

の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了 

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記 

入すること。 

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、 

自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量 

と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組 

を記入すること。 

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理 

委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関 

する法律施行令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用 

委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1 

項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外 

の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組 

を記入すること。 

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別 

紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、 

産業廃棄物の種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記 

入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記 

入すべき事項がないときは、 「一」を記入すること。 

7 ※欄は記入しないこと。 

（第６面）

備考

１ 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入す

ること。

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合におけ

る元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等

の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記

入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、

自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量

と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組

を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理

委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用

委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１

項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外

の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組

を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別

紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、

産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記

入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記

入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。


